
会議の名称

出  席  者

「地域の絆推進事業」の次期制度への取組みについて
総合支所
生活文化部

「世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画」の素案について 世田谷保健所

世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例について 保健福祉部

せたがや道づくりプラン(案)について 道路整備部

「世田谷区電線類地中化整備５ヵ年計画（平成２６～３０年度）」の
策定について

土木事業担当部

橋梁長寿命化修繕計画の改定（案）について 土木事業担当部

次期「世田谷区情報化推進計画」（案）について 政策経営部
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【審議結果】
　付議事案を了承とする。

3

【意見等】
・最近の障害者就労の状況の変化で、卒業と同時に就職する人が増え、就労移行支援の希望者が
減っていることへの対応でもあることを確認した。
・今後の状況に応じて、就労移行支援と就労継続支援Ｂ型の定員を柔軟に変更することは可能で
あることを確認した。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・他の領域で策定中の計画の名称と整合を図るため、計画名の変更を検討すること。
【修正事項】
・計画の名称については、「推進計画」と「事業計画」に変更する。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・橋梁ごとの対応は、定期点検で確認して取り組むこととしていること説明があった。
・最も古い橋として千縫橋（大正13年架設）があることを確認した。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。

区長、板垣副区長、秋山副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、砧総合支所長、烏山
総合支所長、政策経営部長、総務部長、地域行政担当部長、区長室長、生活文化部長、保健福祉部
長、都市整備部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長

会　議　録

平成２６年１月２１日開催政策会議

開催日時
平成２６年１月２１日（火曜日）　午後　４時４０分から

                            　　午後　７時００分まで

審議概要

1 【審議結果】
　付議事案を了承とする。

4

【意見等】
・都市計画道路の優先整備路線の表示は、素案から変更し、「特に早期整備が望ましい路線」と
「それ以外の路線」の表現を区別したことを確認した。
・優先整備路線の考え方として、優先性について各路線を評価し、配点の高い路線を選んでいる
との説明があった。
・東京都と関係区市町で策定予定の次期事業化計画にあわせて、必要に応じて本計画を見直すこ
とを確認した。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・オリンピック・パラリンピック関連で東京都から調整があった場合、追加検討は可能であると
の説明があった。
・計画箇所は、道路整備が実施される時期にあわせ、本計画期間内に工事可能な箇所を計画とし
て位置付けたとの説明があった。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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世田谷区立厚生会館条例を廃止する条例について 地域福祉部

世田谷区立老人休養ホーム条例の一部改正について 地域福祉部

世田谷区基本計画（案）について 政策経営部

備　　考

所  管  課

(会議録作成所管)
政策経営部　政策企画課
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【意見等】
・保護司会事務局は、ひだまり友遊会館内に移転する方向で調整すること。
・認知症在宅生活サポート室は、梅ヶ丘拠点施設への移転までの暫定利用とすること。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・地域計画の各ページに掲載されている「世田谷区がめざすまちづくり像」の地域ごとの図につ
いては削除すること。
・調整中となっている写真等のページについては、内容を調整したうえで、今後改めて庁内に周
知すること。
【修正事項】
・地域計画の各ページに掲載されている地域ごとの図については削除する。
・調整中となっていたページを更新する。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要
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